
平成 25 年 11 月 29 日 

 

証券会員制法人 札幌証券取引所による 

パブリックコメント（意見提出手続）実施について 

 

本所は、独立性の高い社外取締役の確保に関する上場制度の見直しについて制度上

の対応を行います、概要は次のとおりです。 

 

「独立性の高い社外取締役の確保に関する上場制度の見直しについて」（別紙参照） 

 

ご意見等は、住所・氏名・会社名等ご連絡先を明記の上、下記要領にて平成 25 年

12 月 29 日（日）までに提出して下さい。 

公表資料は、本所ホームページ（http://www.sse.or.jp/）において掲載しているほか、

下記意見提出先においても配布しております。 

 

記 

 

１．意見提出期限 

平成 25 年 12 月 29 日（日） 

２．提出方法 

郵送、ファクシミリ 

３．宛 先 

住 所：〒060-0061 札幌市中央区南１条西５丁目 14 番地の１ 

 証券会員制法人 札 幌 証 券 取 引 所 自主規制部 

ＦＡＸ：０１１－２５１－０８４０ 

４．意見等処理方法 

会社法改正法案が閣議決定された後、ホームページに掲載いたします。 

 

以 上 
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独立性の高い社外取締役の確保に関する上場制度の見直しについて 

 

平成２５年１１月２９日 

証券会員制法人 札幌証券取引所 

 

項   目 内      容 備    考 

Ⅰ．趣旨  本所では、一般株主保護の観点から「独立役員制度」を設け、上場会社

に対して、独立性の高い社外取締役又は社外監査役を 1 名以上確保するこ

とを求めていますが、今般これをさらに強化するため、その中に独立性の

高い社外取締役を１名以上確保するよう努めることを求めることとしま

す。 

 なお、今回の見直しは、昨年９月の法制審議会総会において採択され、

法務大臣に答申された「会社法制の見直しに関する要綱」の附帯決議（別

紙参照）に基づき、「企業行動規範に関する規則」の見直しを実施するもの

です。 

 

Ⅱ．概要 

独立性の高い社外

取締役の確保に関す

る努力義務 

 

・ 上場会社は、取締役である独立役員を少なくとも１名以上確保するよう

努めなければならないものとします。 

 

 

Ⅲ 実施時期（予定） ・ 平成２６年２月から実施します。   

 

以 上 
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別紙 「会社法制の見直しに関する要綱」の附帯決議（参考資料） 

 

 

 

・会社法制の見直しに関する要綱及び附帯決議は、法制審議会第１６７回会議（平成２４年９月７日開催）において採択され、法務大臣

に答申された。 
・これに基づく会社法改正法案が、本年１１月２９日に閣議決定され国会に提出された。 

 


